
物流における企業連携と標準化のあり方

流通経済大学 矢野裕児

2026年3月3日
フィジカルインターネットセミナー in KANTO
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持続可能な物流に向けての課題

2024年問題による影響はどうだっ
たか
物流改革の方向性

物流全体を俯瞰することができるか
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１．持続可能な物流に向けての課題
トラック運送業界の雇用状況
上に行けば行くほど運転手がひっ迫
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出典：全日本トラック協会「トラック運送業界の景況感」より作成
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今後の供給力の低下
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出典:「国勢調査」より作成

これまでのトラックドライバー数の推移
2000年までは供給過多 2010年にかけて大幅減少
その後横ばい 現在は需給のバランスがある程度取れて
いる状態か

供給過多

大幅減少

横ばい



ドライバーの平均年齢の推移
急激な高齢化の進展
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出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成

23年間で
4.5歳上昇

23年間で
8.2歳上昇

23年間で
9.8歳上昇



鋼材輸送ドライバーの年齢構成
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出典:持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための鋼材物流ガイドライン



急激に進展する高齢化と供給力不足
道路貨物運送業の年齢別構成
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出典:国勢調査より作成

2000年以降第2次ベビーブーム層が牽引
2025年以降60歳代へ



急激に進展する高齢化と供給力不足の予測
道路貨物運送業の年齢別構成
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単純なコーホート分析でも供給力が大幅に減少することは明
らか
60歳代になっても現役が増えていることにより保たれている



ドライバーの求人数、求職者数の推移
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求職者の年齢構成

全職業計 自動車運転の職業


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出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」より作成

50代以上
67％



ドライバー需給の予測

 改善基準告示改正の影響

14.2％不足 3,300時間

5.6%不足 3,400時間(労使協定により延長可)

ドライバー不足により、2030年には輸送能力の19.5％が不足。
2024年問題の影響と合わせて、輸送能力の34.1％（9.4億トン）
が不足する可能性

出典:NX総研試算
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2．2024年問題による影響はどうだったか
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出典:JILS資料



輸送トン数の推移（億トン）
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出典:国土交通省資料より作成



営業用貨物自動車の（積載効率）の推移
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出典:国土交通省資料より作成



2024年問題による影響
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出典:NX総研資料



運賃の動向
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出典:NX総研資料



運賃の動向
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出典:日本貨物運送協同組合連合会「求荷求車情報ネットワーク（ＷｅｂＫＩＴ）成約運賃指数」より作成
2010年４月を１００



2024年問題に向けた取組
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出典:NX総研資料



●運転時間が短縮
－長距離輸送が減っている
－高速道路利用率が高まっている
－計画的な運行管理が可能となっている→リードタイムの延長
●荷待ち時間、荷役時間は変化していない

ドライバーの拘束時間はどのように変化し
たのか

出典:国土交通省調査
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長距離輸送への影響は大きい
地方部への影響が大きい

 地方部は、生産地として、消費地としての両面から影響
が大きい。

 地方部は、ロットが小さいことから、運べない、運賃が高
くなるという影響を受けやすい。

 地方部関連の幹線輸送は、いかに束ねるかという議論
が必要。

20

2024年問題の影響



全国で野菜
が届かなく
なる中央卸
売市場の野
菜の産地か
らの距離帯
別割合
(重量ベー
ス)

21

出典:各卸売市場
の統計資料より作
成

500km以上



東京都中央卸売市場いちご類取扱数量の変化
2024年度/2023年度
2023年度取扱数量100トン以上の都道府県のみ
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出典:「東京都中央卸売市場統計」より作成



物流事業者の長距離輸送への対応
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中継輸送などを導入

長距離輸送は傭車化を進めている

長距離輸送からは撤退

長距離輸送からは撤退予定

その他

・高速道路を大幅に利用拡大
・輸送日数を増やして対応

・荷積み、荷卸しの時間短縮を荷
主に交渉
・週 1 回運行もしくは 2 回に制限
し複数人で対応
・得意先にのみ限定
・荷待ち時間短縮等
・日数増やしてホテルを利用
・フェリーの利用
・２名乗車
・1 泊 2 日運行

出典:「山梨県トラック協会資料」より作成



SKU数の推移
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出典:全国スーパーマーケット協会資料より作成



3．物流改革の方向性

計画化、平準化

業務の標準化⇒ルーティン化

データ・ドリブンへの転換
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これまでも何度もあった物流危機？
 需要拡大に対して供給が間に合わないということは、最近は

じまったわけではない。

 高度経済成長期、バブル経済

 2013年度後半に深刻なドライバー不足が発生。2014年４月の
消費税値上前に駆け込み需要

 需要の急増に供給が間に合わない。その後、需要がおさまる
とドライバー不足問題は解決する

 一時的に需給バランスが崩れて、供給が間に合わないという
事態
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1990年代初頭の『多頻度小口配送』問題
 中田信哉著『多頻度小口配送』 1992年1月発行
 「着荷主側が、販売システム、生産システムの高度化、
あるいは合理化を行い、新しい物流条件として多頻度小
口物流の方向を示すことによって納品にかかる物流費が
上昇する。それを発荷主側が負担するようになっていた
ら、この問題はもっと早く社会問題になっていたに違い
ない。しかし、このコスト・アップのしわ寄せは、第3の
当事者である物流事業者に来ていたのである。多頻度小
口物流問題が困った問題として大きく取り上げられなか
ったのは、物流事業者が一身にババ抜きのババをつかま
されていたからに相違ない。」

 物流の相対的立場が弱いことから成立してきた多頻度小
口物流

 昭和あるいは20世紀の物流の姿をそのままこれまで引き
ずってきた
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ジャストインタイム物流
多頻度小口物流とは何か

 配送の多頻度・小口・定時化といっても、2種類ある。

 ①発注、配送が計画的に行われ、積載率の向上ための取組が行われているケ
ース

 ②場当たり的な発注、配送が行われ、低積載率のままで配送が行われている
ケース

 通商産業省産業政策局「物流ビジョン: 物流等検討分科会報告書」 1991年

 ジャストインタイム物流、多頻度小口物流とは単なる現象で
はない

計画化、平準化、同期化
 中田 信哉、 長峰 太郎「物流戦略の実際」1999年
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物流はもう限界に

物流現場は個々の要望に何とか対応してきたが限
界。

従来、荷主企業物流部門、物流事業者側は、日々
の無理難題に、何とか頑張って対応するということ
が一番の役目。イレギューラーな状態に対応する現
場力が重要。でたとこ勝負の物流。

個別の対策だけでは対応ができない

各企業単位の対応では無理

 20世紀、昭和の物流からの脱却
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持続可能なロジスティクスに向けての対応

様々な供給制約への対応

これまでの物流は、同期化だけを追及して、計画
化、平準化を置き忘れた→物流に負荷を押し付け
てきた

計画化、平準化していくことが必要。現在のリードタイ
ム、納品時間、納品頻度、ロット、荷姿などの物流条
件を変更させることも必要。

計画化、平準化させるためには商取引も変更する必
要がある。

現在のマーケティングは、需要の平準化の逆を追求
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サプライチェーンにおける情報共有化
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出典:矢野裕児「IoTがもたらすロジスティクス変革」Nextcom№27 KDDI総合研究所

ブルウィップ効果と情報共有化による平準化、計画化



先を読んだロジスティクスへの転換

 現在のロジスティクス

 需要に合わせて商品を供給

 情報がデジタル化されていない、共有されていない

 先が読めないために、結果的にその場で対応するしかない

 需要変動が大きくなり非効率となる

 各企業が個別に対応

 今後のロジスティクス

先を読んだロジスティクス

32



先を読んだロジスティクス

 前工程の状況を後工程に反映(情報共有)
 リードタイムの延長によるサプライチェーン全体の計画化、平

準化

 発注量の確定情報によるサプライチェーン全体の計画化、平
準化

 入出荷情報等を事前に通知

 在庫情報、輸送情報、販売情報、需要予測情報等を共有

→情報共有、見える化による計画化、平準化。需要変動などに
も柔軟に対応。

 物流条件の見直しによる計画化、平準化
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改革の前提となる標準化⇒ルーティン化

■IoT等の新技術の導入の前提として標準化が重要

一般的にはハード、ソフトの標準化がいわれる

・パレット、かご車、通い箱、段ボール箱の標準化

・バーコード、賞味期限等の表示、表示方法の標準化

・伝票の標準化

・データの標準化

物流の標準化とは「規格の標準化」、「サービスの標準化」
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標準化の意義

〇「標準化」し、見える化

定量的な現状把握、問題点の分析、課題解決

→科学的管理法

ロジスティクスをデータ・ドリブンに転換

〇「標準化」による仕事のルーティン化

〇業務プロセスのルーティン化 業務の属人化をなくす

→商慣行の見直しが不可欠

35 2023/8/21



なぜルーティン化が必要か

36

出典:慶應義塾大学山本勲氏資料

AI
物流



標準化で考えるべきこと

〇標準サービスとカスタマイズされたサービスの明確化

定型的な物流業務→標準化しルーティン化することによ
ってコストを抑える

カスタマイズされた物流業務→付加価値を提供している
のであり、別途料金を請求

現在は両者が混在

 顧客へどの様なサービスを提供するか、その料金の明
確化
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データドリブンへの転換

■物流業務に関する情報の電子化が進めば効率化
が大きく進展

・従来は定量的な現状把握、分析が遅れていた

・見える化が進展

・科学的管理法が適用

・情報共有による部門間連携、企業間連携の進展

38 2023/8/21



デマンドレスポンス

従来、需要に合わせて供給側が物流サービスを提供

⇒今後、供給側が提供するサービスに需要側が合わせる

⇒積み合わせではなく、路線便の考え方への転換

デマンドレスポンスー電気の需要をコントロールすること
によって、電力の需要と供給のバランスを調整する仕組
み

⇒物流の平準化

物流のデマンドレスポンスが必要

39



物流改革に向けての考え方

40



企業間パートナーシップ物流の課題
共同輸送の種類

出典:苦瀬博仁「ロジスティクス管理3級」



配送経路が束ねられている場合

出典:苦瀬博仁「ロジスティクス管理3級」



配送経路が束ねられていない場合

出典:苦瀬博仁「ロジスティクス管理3級」



直送か共同配送か

出典:苦瀬博仁「ロジスティクス管理3級」



共同物流の視点

45



発着荷主企業、物流事業者間連携の推進
ヨコの連携、タテの連携

46

〇従来の事例の多くは組み合わせによる共同化 
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さい 

・従来の物流のやり方を見直さないと難しい 

商品で競争、物流は

協調 

物流以外の標準化、

共通化 

ロジスティクス全体で

の企業連携 

納品条件、伝票等の

統一 

従来の共同化－同一業種による水平連携 

着荷主 

取引企業間、垂直での連携 
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持続可能なサプライチェーン構築・効率化
のための鋼材物流ガイドライン

（１）トラック受渡条件ルールの再徹底 ＜貨物自動車運送事業法における「安
全配慮義務」＞

（２）納入時間の柔軟化・緩和 ＜改正物効法における「荷待ち時間等の短縮(
努力義務)」＞

（３）納入ロットの拡大（積載率の向上） ＜改正物効法における「積載効率の
向上(努力義務)」＞

（４）前広な納入オーダータイミングへの見直し ＜「荷待ち時間等の短縮」「積
載効率向上」に向けた効果的な取組＞

（５）出荷量の平準化 ＜「荷待ち時間等の短縮」「積載効率向上」に向けた効
果的な取組＞

（６）持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための適切な費用負担につ
いて ＜改正物効法における「実効性の確保のために取り組むべき措置」＞

47



着発連携・発着連携

48

出典:持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための鋼材物流ガイドライン



着発連携・発着連携

49

出典:持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための鋼材物流ガイドライン



4．物流全体を俯瞰することができるか
物流統括管理者(ＣＬＯ)に関する法令上の規定

50

 事業者の責務

運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保
に資する措置を講ずる

 荷主の努力義務（判断基準）

積載効率の向上等、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮（運送を委託する者と
して／貨物の受渡しをする者として）

 特定荷主及び特定連鎖化事業者の義務

中長期計画の作成、物流統括管理者の選任、定期報告の作成、特定荷主（特定連
鎖化事業者）の指定及び取消しにかかる報告徴収への対応

 物流統括管理者の選任基準

特定荷主（特定連鎖化事業者）が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的
地位にある者



物流統括管理者が統括管理すべき業務

１．中長期計画の作成、定期報告の作成、報告徴収への対応

２．トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集
中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備

３．トラック運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び
荷役等の効率化のための開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他
の貨物の運送又は受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携体制の構
築及び効率化に関する従業者の意識の向上

４．特定荷主が管理する施設における効率化に関する情報処理システムそ
の他の設備の維持及び新設、改造又は撤去並びに物資の流通に係る器具
、設備、データ等の標準化に関する計画の作成、実施及び評価

５．効率化に向けた取引先その他の関係者との連携及び調整
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物流統括管理者(ＣＬＯ)に期待される姿

 「経営戦略の視点から物流を統括管理し、物流全体の
最適化を図ることで、企業価値の向上と社会的課題の
解決に貢献する」
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法令上の責務 物流統括管理者(ＣＬＯ)としての責任

①物資の流通

の効率化に関

する法律への

対応

②物流全体の

最適化

③物流を通じた企

業価値の向上

④社会的課題へ

の対応

出典:「物流統括管理者（ＣＬＯ）のあるべき姿に関するワークショップ」提言



物流統括管理者(ＣＬＯ)の役割

①物流全体の最適化に係る計画及び実行の統括管理

②社内での連携・調整

③社外との連携・調整

④ハード・ソフト両面における事業推進・調整

⑤体制構築・意識啓発・人材マネジメント
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出典:「物流統括管理者（ＣＬＯ）のあるべき姿に関するワークショップ」提言



物流統括管理者(ＣＬＯ)に求められる知識・知見
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①経営戦略としての物流
②パートナーシップ
③サステナビリティ
④組織・人材
⑤デジタル技術
⑥法務・法制度
⑦グローバル

 サプライチェーン全体を俯瞰し、
トレードオフを理解し、調整をしな
がら最適化を図ることができるか

出典:「物流統括管理者（ＣＬＯ）のあるべき姿に関するワークショップ」提言に
一部追加

スーパーマン？



企業内の部分最適

 サプライチェーン、企業では、それぞれの部門がそれぞれの
論理で動くき、物流に過度な負荷がかかったり、最終的に市
場の需要変動に柔軟に対応できないといったことが起きる。

 生産管理部門ー同じものを多量生産することによって、生産
効率を上げる。生産効率を重視。

 調達管理部門ー原材料、部品を多量に発注。

 物流管理部門ー指定された取引先に、指定されたとおりに運
ぶ業務を、できるだけ低コストで遂行。

 販売・営業部門ー顧客に対して、欠品をせず、リードタイムを
短縮し、かつ緊急納品等の無理を言われても顧客からの要
請があれば対応。
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物流を最適化するとは何か

 部分最適から全体をみた最適化への転換

－組織あるいはサプライチェーン全体が最適化されること

 対象範囲が単に拡大することではないのでは

 ステークホルダーは、それぞれ論理が違う

 トレードオフが発生することを理解

 生産性を上げる、効率化ということだけが評価軸か

 トレードオフを調整
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企業内の部門間連携の課題

 各部門の論理が、全体としては需要に柔軟に対応することを
困難にする。

 各部門の考え方は部分最適になりやすく、企業全体を考えた
最適化を目指すことが必要。

 これまで、メーカーにおいて、需要に合わせて生産する、在庫
を圧縮するという考え方が浸透。以前に比べれば連携が進
展。

 調達管理部門、生産管理部門が情報を共有化し、連携して
いくことが浸透してきている。

 しかしながら、物流管理部門、営業・販売部門も含めた情報
共有化、連携が遅れている。
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物流統括管理者(ＣＬＯ)が求められるものは？
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トレードオフを理解し、調整

サプライチェーン全体を俯瞰できるか

評価項目

コスト 顧客満足 環境問題 リスク対応

自部門

他部門

取引先

サプライチェーン

対

象

範

囲

部分最適

全体を俯瞰して

調整



ロジスティクスにかかわる政策転換の流れ
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自主的対応に任せる 規制的措置 監視

物流効率化法

物流効率化法

貨物自動車運
送事業法改正

貨物自動車運
送事業法改正
・更新制
下請法

下請法

今後下請法？ホワイト物流？

ホワイト物流

ホワイト物流

物
流
事
業
者

発
荷
主

着
荷
主



まとめ

改革に向けて考えるべきこと

 計画化、平準化

 業務の標準化⇒ルーティン化

 データ・ドリブンへの転換

 サプライチェーン全体を俯瞰し、トレードオフを理解し、調
整をしながら最適化を図ることができるか
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関東の物流の課題を考える

 発着貨物量の多さ

 上り下りのバランスが悪い

 都心部へのトラックの流入

 放射状型から環状型への転換

 輸出入貨物の東京湾への集中

 輸出入貨物と国内貨物の連動

 輸出入貨物のモーダルシフト

 災害時対応
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ご清聴ありがとうございました

問い合わせ先 yano@rku.ac.jp
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